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   平成２６年度決算に基づく健全化判断比率等の審査に係る意 

見の提出について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第

３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき審査に付された、平成２６年

度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を審査したので、次のとおり意見を提出します。 



平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率等審査意見書  
 
１ 審査の対象  

平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字
比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類  
 
２ 審査の期間  

平成 27 年 8 月 3 日から平成 27 年 8 月 17 日まで  
 
３ 審査の概要  

この審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施

した｡  
 
４ 審査の結果  

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた｡  
 

記  
 

健 全 化 判 断 比 率 平成 26 年度  平成 25年度 早期健全化基準 

①  実 質 赤 字 比 率     －（％）     －（％）  11.75（％）

②  連結実質赤字比率      －（％）     －（％）  16.75（％）

③  実 質 公 債 費 比 率 16.8（％） 18.6（％）  25.0（％）

④  将 来 負 担 比 率 153.5（％） 162.2（％） 350.0（％）
 

備考 実質収支及び連結実質収支について、黒字の場合は、実質赤字比率

又は連結実質赤字比率は「－」で表示される。  
 
５ 個別意見  
  上記の 4 比率はいずれも早期健全化基準を下回っている。  
  公債費比率及び将来負担比率は、依然高い数値で推移しており、財政構造

の硬直化が顕著に表われている。  
一般会計におけるプライマリーバランスを維持するため、引き続き適正な

起債管理を行うとともに、財政健全化に向けた様々な方策を積極的に講じら

れたい。  



平成 26 年度決算に基づく資金不足比率等審査意見書  
 
 
１ 審査の対象  

平成 26 年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を
記載した書類  

 
２ 審査の期間  

平成 27 年 8 月 3 日から平成 27 年 8 月 17 日まで  
 
３ 審査の概要  

この審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる
事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施し
た｡  

 
４ 審査の結果  

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載
した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた｡  

 
記  

水道事業会計  
比 率 名 平成 26 年度 平成 25 年度 経営健全化基準

資 金 不 足 比 率      －（％）     －（％）    20.0（％）
 

工業用水道事業会計  
比 率 名 平成 26 年度 平成 25 年度 経営健全化基準

資 金 不 足 比 率     －（％）     －（％）    20.0（％）
 

下水道事業特別会計  
比 率 名 平成 26 年度 平成 25 年度 経営健全化基準

資 金 不 足 比 率      －（％）     －（％）    20.0（％）
 

農業集落排水事業特別会計  
比 率 名 平成 26 年度 平成 25 年度 経営健全化基準

資 金 不 足 比 率      －（％）     －（％）    20.0（％）
 
 

備考 資金不足額が発生していない公営企業については、資金不足比率は
「－」で表示される。  

 
５ 個別意見  

 平成 25 年度末をもって流通業務団地整備事業特別会計を廃止したこと
により資金不足比率は解消した。  
当年度においても資金不足額が発生した公営企業はない。  
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